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里親制 度 の充 実 につ いて



里親制度の拡充と新たな児童福祉の展開

1 ．地域児童希祉施策 と里親制度の拡充

（ ‖ 地域 において子育て支援セーフティネッ トの董傭を進める

児童 をめ ぐる環 境が厳 しさを増 して いる。虐待 、非行 、不登 校、 ひ き こも り等 の問題

が深刻化 して いる。

こうした 問題 の発 生予防、早 期発見、早期対 応そ して適切 なケ アのた め には、地 域に

お ける子育て支援 セー フテ ィネ ッ トの整備 を図 る ことが 緊喫 の課題 とな って いる。新た

な児童 福祉行政 の展 開が問われ てお り、 なかで も施設 と里親 に新た な機能 が求 め られて

い る 。

施設 か里親か とい う二者択 一的な とらえ方 で はな く、両者 がそれぞ れ の役割 を果 た し

な が ら、パー トナー として相 互 に連携 を と り、協働 して 「児童 の最善 の利 益 」を 目指 し

た子 育て支援が 極め て有効 で ある とい う認 識の下 、そ れぞ れの機能 の拡 充 を図る ことと

す る。

（ 2 ）児童福祉施設に新たな機能の発揮を求めていく

入所施 設は、入所 児童 のケ アに大 きな役割 を果 た して きてい る。 今後 は、 地域の 中で

児 童福祉推 進の 中核 的な機能 を発揮 す る組織 として、 これ まで培 って きた子 育ての ノウ

ハ ウやサ ー ビス を地 域社会 に還元 して いくもの とす る。 このた め、生活 施設 と して の機

能に加え、痙民に対する相談・援助活動、子育て支援短期利用事業、施設か ら家庭復帰

した子 どもやそ の家 族へ の フォ ロー アップ、里親 に対す 号支援 な ど、地 域 の子育て の支

援 の拠 点施設 と しての機能 を充実 して いく こととす る。

J■ 書

（3 ）里親 制度を充実 し、改 めて本制 度を積 極的 に活用 してい く

我 が国の里親制度 は、 児童福祉 法の施行 によ り昭和 2 3 年 に発足 した。 同法 に基づ く

登録 里親 はそ の後逐 年増加 したが、昭和 3 7 年 を ピーク に以後 は漸 減 の一途 をた どって

いる。現在わが 国 にお いて は、要 保護児童 の約 6 ％が里親の も とで養 育 され て いるが、

施 設 にお けるケア にウエー トがかか ってて いる状 況 にあ る。

欧米 、特 に ア メ リカ 、 イ ギ リス 、 フ ラ ンス な ど にお いて は、 要 保 護 児 童 の 過 半 が 里 親

によっ てケアされて いる。 また、諸外国 にお いて は、親族 によ る里親 ケアや 虐待 を受 け

た児童 をケアす る専 門里親が普及 して いる。

児童 の発達 にお いて は、乳幼 児期 の愛着関係 の形成が極めて重要 で ある。 で きる限 り

家 庭的環境 の中で養育 され る ことが大切だ。 この意 味で、虐待 な ど家庭 で の養育 に欠 け

る児童 を、暖かい愛情 と正 しい理解 を持 った家摩 の 中で養育す る里 親 制度 は、極めて有

意 義な 制度 であ り、そ の活用 のため大幅な制度改 善 を図 る こと とす る。

－1－



2 ．具体的な対策

（ ‖ 新 しく専門里親及び親族里親を創設する

① 専門里親の創設

一児童の養育経験 のある里親、子どもの教育・ 福祉・保健・ 医療等に従事した経験があ

り、かつ専門的訓練 を受 けた者 を専 門里親 とし、以下の専門的ケアに見合 う手当を支給す

る。家庭での親密な援助関係を必要 とする被虐待児等に対し、父性、母性に満ちた家庭的

な援助 を提供 （原則 として 2 年以内）す る。 これ によ り、家庭復帰の障害 となって いる問

題の改善や治療 を図 り、 自立を支援する。

② 親族里親の創設

三親等 内の親族 に対 して 、児童 の生活 費等 を支 弁す る ことによ り、一親族 による養育

を保 障す る。 これ に よ り保革者 の いな い児童が できるだ け親 族 の暖 かい関係 の中で養

育 され るよ うな環境 を整備す る。

（2 ）短期里親制度の運用を弾力化 し、活用を図る

≒短期里親 の委 託期 間の弾 力化 図 を り、夏休 み等 の期 間に、広 域的 にホー ムステ イのよ

うな野で ，養 育 を必要 とす、る児童 を 1 ケ月以 内で養育す る、 あ るいは 月に 1 ・ 2 回程度

瀾 奉に妻帯草れた児葦 を養育ずる場 合においても短期里親 として活用する。

「 従来の短期里親は、保護者の疾病 （長期入院治療が必要な場合 に限る）、拘禁

などの理 由によ り、概 ね 1 ケ月か ら 1 ケ年 の期 間、児童 を養育 し、 自立 を支援 す

る里親 として認定 されて いた。

1

（ 3 ）研修などを通 じ里親を強力に支援する

専門里親希望者及び養育里親に対 し、以下の支援事業 を実施する。

① 研修

・ 基礎研修 （2 ・ 3 日間）

認定・登録後 に里親制度や子 どもの養育についての基礎的な知識等の習得のた

めの研修

・ 応用研修 （概ね 3 ケ月間）

条件 を満 た した専 門里 親 を希望す る者 に対す る専 門的 な研 修 。

（通信教育（8 教科）、スクー リング（4 教科 ）及び実習（7 日間））
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② 相談

児童相談所等 に里親対応専門の職員 （非常勤）を配置 し、里親家庭に対し委託児

童や里親 自身に関す る相談事 業 を実 施す る。

③ 一 時的休息 のた めの援 助 （レス／てイ トケ ア）

里 親家庭が 種々 の理 由によ り委 託児童の養育 を一時 的休息 のため の援助 （レスバ

イ ト・ ケ ア） を行 う事業 を、他 の施設 や里親 を活用 して実施す る。

（ 4 ）児童相散所等の体制を亜傭する

① 里親担当職員の配置

児童相談所に、里親担当の児童福祉司や非常勤職員を配置する。

② 児童福祉司等の意識変革

児童福 祉 司等 の児童相談所 職員 に里親 に関す る研修 を実施 して意識 変革 を図 り、里

親委託 を促進す る。

③ 児童委員の活用

児童相談所 との連携の下、里親希望者の調査や委託後 の里親家庭のアフターケアを

行 う。

児 童委員 が里親 に関心 をもち、里親支援 の組織 として活動で きるよ う、 また 自 らが

里親 登録 を検 討で きるよ う、児童委 員の研 修 にお いて、里親 に関す る情報 を提供 す る。

④ 市町村 による協 力体 制

市町村が主体 となって、児童委員や子 ども家庭支援貞（家庭訪問支援事業）等 を活

用 して里親 の支援 を図 り、児童相談 所の業務 に協 力す る。

（5 ）里親希望者及び里親制度支援者へ積極的に情報提供を行 う

里親希望者 や N P O 等 の里親制度 支援 者 に対 して 、ポス ター、 リー フ レッ トな どによ

る情報 提供や i 子育て ネ ッ ト等 を媒体 にした情報提 供 を実施 し、里 親制度 に対 す る広報

啓発 によって広 く里親 希望者や里 親制度 を支援 して くれ る方 々の開発 を図る。
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専門里親について

1 目的

特に家庭での親密な援助関係を必要とする被虐待児等に対 し、施設では提供で

きない家庭的な援助 を提供す る ことによ り、家庭復帰を前提 として問題性の改善

や治療を図 り、 自立 を支援す ることを目的 とした専門里親制度 を創設する。

対象児童

被虐待経験等か ら心理的外傷受け、又は問題行動があり、保護者に監護さ

せ る ことが不適 当で、専門的 ケアが必要で ある と診 断された児 童（2 人以内）

を対象 と し、原 則 と して 2 年 以内の期 間で委託す る。

また、保蕎 者が委 託す る こ とに十 分 に納 得 して お り、委 託後 に保護 者 によ

る強 引な 引取 り等 の問題が発 生 しな い ことが予測 され るケー ス とす る。

き、′専門畢簸の艶定及び登録

（1 ）専門里親 とは、以下の基本要件のいずれかを満たし専門里親を希望す る

濠墓蚕転 妄娼 塁審芳琵賢遠望賃嘉笑壷畠追 認 雷雲覧聖霊誓：諾
1 ， 】 ‘一

里親 とし七認 定 し冬着 。

① 現に里親である看であって埠童の養育に 3 年以上の経験 を有する者。

② 保育士、児童指導員、児童福祉司、医師、看護師、保健師、教員その

他児童の福祉、鍵健・ 医療、＿教育、矯正等 に関連す声資格 を有する者で

あって、 3 年以上児童福祉施設等において児童の養育、相談援助等の業
務 に従事 した経験 を有す る者。

③ 前各 要件 に掲 げる者 と同等 以上 の能 力 を有す る と認 め られ る看 であ っ

て、都道府県知事が適当と認めた者。

（2 ）専門里 親の登録 の有効斯 限 は、原則 として 2 年 間 とし、 2 年 を経過 した

専門里親 については、毎年実施 されている研修会への参加及びその家庭の
状況等を調査の上、都道府県知事が再認定を行 う。

4 専門里親における養育

（1 ） 専門里 親は、児 童の権利 条約 の趣 旨を十分 に尊重 し、で き るだ け早期 の
家庭復 帰を 目指す ことに配慮す る こと。

（2 ）専 門里 親は、児 童の養育 に閲し、定期 的に児童 相談 所 に報 告す る と共 に、

指 導担 当者 とのケースカ ン フ ァレンス を通 してスーパー ビジ ョンや養育計

画 の見直 しを必 要 に応 じて行わ な ければな らな い こと。

（3 ）専門里親 は、児童の行動観察 記録 をつ けること。

（4 ）専門里親は、社会福祉法や児童福祉施設最低基準の趣旨に基づき、適切

な情報 提供 、 自主評価 、苦情解 決等 によ る児童 の利 益の保 護 やサ ー ビスの

質の 向上 に努 める こと。

5 認定研修 （概ね 3 ケ月間）

●条件を満た した専 門里親 を希望す る者 に対す る専 門的な研修 。通 信教育（8

教科 ）や ス クー リング （4 教科 ）及び実習 （7 日間） な どを行 う。

専門里親に対する措置費の支弁
専 門里親 手当 （9 0 ， 2 0 0 円） ＋ 事業 費 （一般生活 費 4 8 ， 2 1 0 円、

教育費、医療費））
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親族里親について

1 目的

児童 の健全育 成 の観 点か ら、保 護者が いな い場 合親族 によ って養育 され る

べ きで あ り、今般 、三 親等以 内の親族 に対 して 、委 託 され た児童の養 育費 を
支弁す る ことによ って 、児童 と親族 との永続 的な 関わ りの保 障や児童 に対 し

て親族 によ る家庭 的養 育を保 障 し、児童相 談所や児童委員 との連携 に基づ き、
児童 の 自立 を支援す る ことを目的 とする。

2 対象児土
現 に監護する保護者が行方不明・ 死亡・ 疾病・ 拘禁のため、可能であれば

三親等 内の親族 によって養 育 され るべき児童。

3 親族里親の認定及び登録
（ 1 ）親族里親 とは、家族や親族の状況が以下の基本要件 をすべて満た し、親

族里親 を希望す るものであって、都道府県知事がその申請に基づき家族状

況等必要な調査 を行い、都道府県児童福祉審議会の意見 を聞き、親族里親
と して認定 した者。

① 現 に監護す る保護者が行方不明等 の状態にあり、児童 を養育す る者が

いない状態 にある こと。（養 育拒否や虐 待な どの場合 は除 く。）

② 申請者は三親等以内の親族 （祖父母、伯父伯母、兄弟） とする。

③ 児童 の養育 につ いて理解 と熱 意及び 豊かな愛情 を有す る こと。

④ 申請 者 の家族 の家庭 生活 が、精神 的 に健 全 に営 まれて お り、虐待等 の

養育 上の問題が これ まで になか った こと。

（2 ） 委 託が解除 にな った場 合、親族里親 の認定 は取 り消され る こととす る。

4 親族里親への委託期間
（ 1 ）行方不明や疾病等の状態 にあった保護者の状況が改善・回 復 し児童との

生活 が可 能 にな るまで の間

（
（

2 ）親族 里親の経済的理 由が解消 されるまでの間

3 ）本 人が 1 8 歳 に到達す るまでの間

5 親族里親における養育
（ 1 ）親族里親は、児童の権利条約の趣旨を十分 に尊重 し、児童の権利擁護 に

配慮 し、最大 限の発達 を保障で きるように努 める こと。

（ 2 ）親族 里親は、児 童の養 育 に閲 し、定期 的に児童相談所 に報告す る と共 に、

指導担 当者 の助 言・ 指導 を受 ける こととす る こと。

（3 ）親族里親 は、児童 との永続的な関係 を確立す るよ う努 める こと。

6 基本研修 （2 ・ 3 日間）
里親家庭 と同 じよ うに基本研 修 を受 けなければな らな い。

7 親族里親に対する措置費の支弁等

（
（

1 ）親族里親 につ いては、事 業費のみを支弁す る こと。

2 ）児童福祉法 5 6 条によ り、収入 に応 じて徴 収金 を徴収す る。
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